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重大事故の防止に向けた適切な運行管理の実施について 

 

 

 

 標記について、自動車技術安全部長より別添のとおり通達があったので了知される

とともに、法令に基づく運行管理を適切に実施する観点から「適切な運行管理と安心

経営のためのＩＣＴ活用ガイドブック」を参照されるようお願い致します。 

 

 

※本ガイドブックは、国土交通省自動車局ホームページよりご確認いただけます。 

 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html 
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